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総務委員会会議録 

 

平成２６年１１月１９日 水曜日 

  午後１時３０分開議 

  午後２時３６分閉議（実時間６３分） 

―――――――――――― 

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

  （八代地域人権オンブズパーソン制度見直

しのためのワーキングチーム会議の開催

状況について） 

  （所得税等の源泉徴収漏れについて） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  福 嶋 安 徳 君 

副委員長   鈴木田 幸 一 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員    島 田 一 已 君 

委  員    中 山 諭扶哉 君 

委  員    橋 本 幸 一 君 

委  員    矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員 田 中   安 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民協働部長     池 田 孝 則 君 
 
  人権政策課長 
            坂 口 孝 幸 君 
  （人権啓発センター所長兼務） 
 

 総務部長       木 本 博 明 君 

  人事課長      中   勇 二 君 

                              

○記録担当書記     寺 原 哲 也 君 

 

（午後１時３０分 開会） 

○委員長（福嶋安徳君） 定刻となり定足数

に達しましたので、ただいまから総務委員会

を開会いたします。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（八代地

域人権オンブズパーソン制度見直しのためのワ

ーキングチーム会議の開催状況について） 

○委員長（福嶋安徳君） 本日は、行財政の

運営に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

 なお、先日の委員会招集にてお知らせして

おりました案件以外にも、お手元配付のレジ

ュメのとおり、項目を追加しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、八代地域人権オンブズパ

ーソン制度見直しのためのワーキングチーム

会議の開催状況について、執行部へ報告を求

めておりますので、発言を許します。 

○市民協働部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 池田市民協働部長。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい。皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

市民協働部、池田です。お忙しい中、ありがと

うございます。 

 それでは、早速でございますが、八代地域人

権オンブズパーソン制度見直しのためのワーキ

ングチーム会議の開催状況について、坂口人権

政策課長より報告いたします。よろしくお願い

いたします。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） こんにちは。（｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）人権政策課長、坂口でござ

います。お手元のほうに資料のほうを用意いた

しております。八代地域人権オンブズパーソン

制度見直しのためのワーキングチーム会議の開
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催状況についてということで用意しております

ので、説明をさせていただきたいと思います。

着座での説明をお許しください。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。どうぞ。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） まず、資料①をごらんいただ

きたいと思います。 

 これまでの八代地域人権オンブズパーソン制

度の見直しのためのワーキングチーム会議の開

催状況について取りまとめたものでございます。

これまで、第１回から第３回まで会議のほうを

行っております。現在、制度の成果と課題につ

いて、逐次、検討を進めているところでござい

ます。 

 まず第１回目、平成２６年８月１９日に開催

をしておりまして、出席者としましては、ワー

キングチーム委員名簿――別紙としまして資料

４のほうに掲げておりますが、八代市及び氷川

町、それから人権関係運動団体等からなってい

る組織でございます。 

 これについて、若干、説明をさせてもらいま

すと、資料②にございます八代地域人権教育の

ための推進会議という八代市及び氷川町、それ

から関係団体等でなる組織がございます。この

下部組織としまして、第８条にありますように、

ワーキングチームは、幹事会の調査・検討事項

に関し、資料収集及び研究等を行うという位置

づけでありまして、さらに第７条の６項にあり

ますが、幹事会は、推進会議において協議する

事項について調査・検討し、その結果を推進会

議に報告するというふうに位置づけられており

ます。その資料②の裏面のほうにですね、一応、

組織の体系が書いてありますが、推進会議の構

成団体、それから幹事会、ワーキングチームと、

このような組織で位置づけられておりまして、

ワーキングチーム会議のほうがこれに基づいて

検討を始めたというところでございます。 

 第１回目の会議になりますが、こちらのほう

が、ちょっと日程の調整ができない方がおられ

まして４名欠席がありました。ということで、

具体的な検討作業には、この段階では入ってお

りませんで、これまでの現状及び経過について

確認をし合うというところで、ただいまの資料

等について確認をしたところでございます。 

 その中で、確認し合う事項といたしまして、

資料⑥にあります、こちらのほうが、八代地域

人権オンブズパーソン報告書ということで、平

成２５年度１年間の活動等についてですね、公

開する報告事項として資料作成され、それが推

進会議の総会等で報告、公開されたものの一部

抜粋したものです。この中に経緯等も書いてご

ざいます。後でごらんいただければと思うとこ

ろでございます。このような内容について確認

をし合ったということです。 

 それから、資料⑦に、よく説明で八代地域行

動計画ということで説明しておりますが、その

中の抜粋ということで、八代地域人権オンブズ

パーソンがどのように位置づけられているのか

というところで、その部分を抜粋をしておりま

す。８.相談機能の充実という位置づけでなさ

れておりまして、その中の（２）八代人権オン

ブズパーソンを設置をするというところで、計

画の中に上げられているというところでござい

ます。そのような資料、それから、議会で指摘

をされた事項等について、議事録の抜粋などを

示しながら、現在の状況ということで確認をし

合っております。 

 それから、資料③をごらんいただきたいと思

いますが、ワーキングチームの位置づけは先ほ

ど説明をいたしましたが、具体的にどういうこ

とを検討していくのかということでは、資料③

にありますように、その母体であります推進会

議の総会の中でですね、議案として上げられま

して、人権オンブズパーソン制度の見直しにつ

いてということで、ここに書いてあるようなこ

とで議決をされたところです。そこで、ワーキ
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ングチームにつきましては、人権オンブズパー

ソン制度の成果と課題を明らかにし、条例化を

念頭に早期の再開を目指しますという、こうい

うところで検討を進めていくということで確認

をしたところでございます。 

 第１回目の会議の中で、今後の予定としまし

て、基本的に月１回ペースで会議を持とうでは

ないかと、それから、課題の洗い出しから検討

を行うということで、スケジュールについては、

非常に課題の内容によっては明らかにできない

というところがありますので、必要に応じてス

ケジュールのほうについては検討していこうと

いうことで、次の会議の中では、会議のルール

づくり等について話をしながら、具体的な検討

をしようではないかというようなことになって

いるところでございます。 

 次に、第２回会議が９月２９日に行われてお

りまして、このときは全員の委員が出席をいた

しております。そこで、これまでのオンブズパ

ーソン制度ができたときまでのですね、経緯等

について説明が必要ということから、吉本氏に

説明をしていただいたところでございます。説

明後、退出をしていただきまして、会議という

ことで、前回第１回目の会議の経緯を踏まえて

の検討を行ったところです。 

 その中では、ワーキングチーム運営をどのよ

うにするのか、会議をどのようにするのかとい

うようなことの協議、それから、どのような視

点で検討を今後進めていくのかというオンブズ

パーソン制度の必要性の精査等について検討を

始めたと、それから、法的な問題点についても

精査をしようではないかと、そのようなことを

テーマに話をしようということで申し合わせを

しているところでございます。 

 そこで、第２回の実際上の会議としましては、

まずワーキングチームについては、先ほど推進

会議の会則には詳しい表現がありませんので、

具体的な運営について検討するということで、

まず正・副委員長を決めるというところからし

ております。正・副委員長については、ワーキ

ングチームメンバーの中に推進会議の代表幹事

及び副代表幹事が入っておりますので、そちら

をワーキングチームの委員長、副委員長にしよ

うということで決定をいたしております。そし

て、会議の進め方について、順次、申し合わせ

をしようということで検討をしたところです。 

 事務局のほうからたたき台を用意いたしまし

て、協議、修正を行い、具体的な設置目的の確

認、それから、会議の独立性の観点からの会議

のあり方等について、申し合わせをしたところ

でございます。 

 それについては、資料⑤に八代地域人権オン

ブズパーソン制度見直しのためのワーキングチ

ーム会議についてというふうに取りまとめをし

ておりまして、この中でワーキングチームの会

議の進め方等について申し合わせを行ったとこ

ろでございます。 

 まず、会議の目的としましては、これにあり

ますように、八代地域人権オンブズパーソン制

度が休止に至った経緯を精査し、その成果、制

度上の課題、問題点を抽出、検討することで、

八代地域における人権オンブズパーソン制度の

あり方について、推進会議会長及び同幹事会へ

報告をするということを目的にしまして、５番

に行きますけれども、会議については、個人情

報に関係する論議が出ることや会議の独立性確

保の観点から、会議は非公開とするとか、６番

にあります、ワーキングチームが学識経験者ま

たは弁護士に専門的な助言等を得ようとすると

きは、委員長、事務局職員等が訪問し、協議す

る。ワーキングチームが、オブザーバーに助言

等を得ようとするときは、委員長、事務局職員

が訪問し、または会議へ出席を要請し、意見等

を聴取するというようなことを確認して決めて

いるところです。さらに、会議録については、

要点筆記で作成をし、会議のあり方については、
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秘密扱いとする会議内容、資料等については、

秘密性の継続する限り、ほかには漏らしてはな

らないというようなことを決めているところで

ございます。 

 その他、今後必要になってくるルール等につ

いては、別途、その都度、協議をして決定する

というようなルールづくりで会議を始めたとい

うところでございます。 

 もとに戻りますが、第２回目の会議の中で、

成果と課題の抽出についてということで、協議

を具体的にし始めたところでございます。その

中で、川崎市、川西市と八代地域人権オンブズ

パーソン制度の比較検討を行い、その成果と課

題の洗い出しを行う中で協議をするということ

で、制度の比較を資料に基づいて行ってきてい

るところです。それについては、資料⑨にあり

ますように、人権という名のついたこのオンブ

ズパーソンという組織については、大体、この

川崎市、川西市２市ぐらいしかちょっとこちら

のほうではつかんでいないというところでござ

います。ただ、こちらについては、いずれも条

例制定をされておりまして、その担当者につい

ては弁護士等が入っているというような状況で

ございます。 

 それに対しまして、八代地域人権オンブズパ

ーソンについては、いわゆる推進会議、外郭団

体、任意の団体の設置という形になっておりま

して、調査相談専門員、それからオンブズパー

ソン委員についても、特段そういう弁護士等は

入っていないということでございます。 

 そういう資料に基づいて、制度の違いなどか

らの課題が見つけることができないかというよ

うな議論を始めているところでございます。 

 そのような中でですね、前調査相談専門員に

これまでの成果と課題ということについて話を

聞いてはどうかというような話がありまして、

第３回の中でですね、そういう時間が設けられ

ればというようなことで、確認をしたところで

したが、前調査相談員からは、ペーパーとして

資料を作成して、参考にしてくれということで

いただきましたので、出席をしての説明という

ことはありませんでしたけれども、その資料に

基づいての検討を行っております。 

 第３回は１０月２７日に行っております。こ

の際、一応全委員出席と、――１名はちょっと

御不幸がありましたので、代理出席という形に

なりましたが、全委員出席ということでした。

前回の会議のおさらいをしながら、継続をして

成果と課題について協議を行ったということで

す。他市の比較のための資料として、資料を川

崎市、川西市についてはより詳細なものを用意

をして、検討を始めているところでございます。 

 それから、先ほど言いました前調査相談専門

員から資料を作成をしていただきまして、それ

も配付を行っているところでございます。その

資料の中から、事業費の比較とか、人権案件と

して取り扱った件数、解決した事案件数など、

意見を交わしながら、オンブズパーソン制度の

機能や必要性について協議を行ったところでご

ざいます。 

 その中で出た意見としては、第三者機関とし

ての位置づけとか、独立性については、いろい

ろ検討するところで、行政の外部組織として法

規の範囲で機能することが必要であろうという

ような意見が出されておりますし、２番目に、

付与する機能の内容について制度化、――例え

ば、条例化するとか、現行の外部機関の設置と

か、そのような設置の制度化によるレベルが異

なってくるであろうということ、それから３番

目に、有効に機能する機関として運用する場合、

やはり条例化が必要ではないかというような意

見、それから、もし条例化する場合は、こうい

う推進会議の下部組織ということではなくて、

市、町の行政対応ということに最終的にはなり、

各議会での議決が必要となりますよというよう

なことを確認をしたというところでございます。 
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 それから、オンブズパーソンでなければ対応

できないのかというような意見も出されており

まして、次回に向けては、ほかの機関とか、各

種相談窓口でも対応可能ではないかというその

あたりを検証するために、市、町行政の相談窓

口の資料を用意して、それらについてまた課題

の検討をしましょうというような経過をたどっ

ているところでございます。 

 今後の予定としまして、第４回が平成２６年

１１月２０日――あしたになりますが、予定を

しているところでございます。 

 それから、第３回の資料としてですね、他の

機関として検討をしてはという話の中でですね、

類似の制度としてあるのは、人権擁護委員制度

というのがあるということで、資料を示しなが

ら、それについてもちょっと意見を求めたとこ

ろでございます。資料⑩番、資料⑪番のほうに、

そのとき用意した資料ということで、きょう、

添付をしております。 

 資料⑩番のほうが、国の制度としてある、そ

ういう相談とかですね、人権にかかわるような

業務を担当している制度として、行政相談委員、

人権擁護委員、保護司、民生委員等の精度があ

ると。どういう法に基づいているとか、そうい

う内容がここに記してあるところです。それか

ら、その中ででもですね、特に人権擁護委員に

ついては、言葉にも人権というのがありますよ

うに、非常に関係がありそうだということで、

法務局のほうからいただきました資料、――資

料⑪になりますけれど、こちらのほうをちょっ

と確認をしてみたところです。この資料のです

ね、２ページ目のほうに、――裏面のほうです

が、人権相談から問題解決までの流れというの

が真ん中あたりに書いてありまして、１、２、

３、４と、ちょっと印刷が薄くて見にくいとこ

ろがありますが、それを眺めていく中でですね、

３番に救済措置というような表現で書いてあり

ますが、この中で措置一覧というふうにありま

す。この内容については、非常に八代地域人権

オンブズパーソンが行っている内容と似通って

いるなというふうに思ったというところでござ

います。 

 そういうことから、具体的にこの制度、機能

の実際のところはどうなのかというようなとこ

ろをですね、具体的に比較検討をして、違いを

明らかにする中で、課題を明らかにする必要が

あるのではなかろうかということで、第４回で

は、そういう視点で検討をしようではないかと、

現在準備をしているところでございます。 

 ワーキングチーム会議の開催状況ということ

について、一応説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 以上、説明いただき

ました。これより、本件について質疑を行いた

いと思います。何か質疑、御意見等がありまし

たら、お願いいたします。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。ちょっと資料

についてなんですけど、資料④のワーキングチ

ーム委員は書いてあるんですけど、この資料①

のですね、中にですね、出席者ということで、

全然名前が出てないというのが、役職だけ書い

てあってですね、名前を全然出されないちゅう

の、何か意図があってそういうふうにされてる

んですかね。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、坂口人権政策

課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。一応ですね、構成メン

バーとして八代市の職員以外に氷川町の職員、

それから、運動体関係の方が入っておられます。

一応、資料を公開するに当たってですね、一応、

事務局として人権政策課のほうが入ってるもの

ですから、ワーキングチーム会議の先ほどルー
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ルづくりの話をしましたけれども、その中でで

すね、個人の名前は外部に対しては特にわざわ

ざ公表することもなかろうというところで上げ

ておりません。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） おそらく費用弁償も

出てるもんですよね、これはですね。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） 一応、勤務時間内で行ってお

りますので、費用弁償等は発生いたしておりま

せん。それぞれの組織からの派遣という形で位

置づけているところでございます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 特に発言については

ですね、匿名性があっても、それはもう必要か

なというところもあるんですが、やっぱり名簿

に関してはですね、出席者の名簿ぐらいはです

ね、やっぱり出していただいたほうが丁寧なん

じゃないかなというふうに思いますし、ちょっ

とそれはですね、できれば出していただきたい

なというふうに思います。一応、会議の資料で

すからですね。よろしくお願いします。要望で

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今、非常に、なぜその

オンブズパーソンが、今、休止になって考えな

ければならないかということは、結局やっぱり

これ、人が問題だと、それを今度は人が、その

ことに対してワーキングチームをつくってやる

ということについて、やっぱりでしょうが、何

らかの圧力とか、何らかのやっぱり発言の自由

が損なわれる、そういうことがなきにしもあら

ずって、やっぱそういうことも私は配慮する必

要もあるんじゃないかなって。 

 そういうことを踏まえれば、後ではいいけど、

今現在では、そこについてはまだ本議会として

も認めるべきじゃないかなと私はそう思います。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 非常にわかります。

特に発言のですね、匿名性というのは絶対必要

だと思いますし、ただここまで役職が書いてあ

るわけですから、もう調べればすぐわかるよう

な内容なので、特に書いとって問題あるのかな

というふうに思った次第でございます。それは

ですね、ここに役職出てますんでですね。（委

員橋本幸一君「調べればわかるわけでしょうけ

ど、それについては」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） これは、中山委員、

委員長から申し添えますけれども、まだ、今、

これはですね、何度となく、今からワーキング

チーム会議を進めていくに当たってですね、そ

こについては非公開で、会議も非公開でやると

いうことにしておりますので、そこら辺りは、

最終的に発表できる段階まで我慢していただけ

るかなというふうに思っております。（委員中

山諭扶哉君「はい」と呼ぶ）どうぞ、その点、

御了解をお願いします。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（橋本幸一君） ちょっとよろしいです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 他市２市でこのオンブ

ズパーソン制度がなされておるということで、

やっぱり人選については、ほとんど弁護士とか、

この大学の教授っていうことになっております

が、こん教授の、結局、何て言いますか、専門

職って言うか、何を、――その辺についてまだ

調べておられぬでしょう。 
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○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） 学問的な専門分野については、

確認はしておりませんが…… 

○委員（橋本幸一君） ですけどですね、やっ

ぱりその辺についても、ちゃんと選考する過程

で非常にやっぱり重要な部分と思いますので、

その辺も、ぜひ調べて添付されたほうがいいと

思います。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） ワーキングチーム会議の中で、

こういう他市の状況との比較検討をする中でで

すね、そういう条件等については、今後しっか

り資料をそろえましてですね、正確な検討がで

きるような体制で臨みたいと思います。 

○委員（橋本幸一君） それと、もう一つよろ

しでしょうか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 平成１６年にこれ、推

進会議のもんです。地域行動計画が出されて、

そして、１６年に八代地域人権オンブズパーソ

ン設置要綱が作成され、平成２３年度、急に、

この突然設置されたわけですが、この空白期間

は何も全然審議なされぬで、急に２３年度から

急浮上したわけです。この辺のいきさつはどう

なってるのかをわからないですか。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） 平成１７年が市町村合併とい

う時期になりますので、憶測になりますが、恐

らくその間の検討が途切れているんではなかろ

うかなと思っているところです。 

 ただ、団体として八代地区人権同和教育研究

協議会というような組織とかはございますが、

そちらのほうではですね、ある程度、検討は進

められていたのではないかなと思ってるところ

です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 ほかにありませんでしょうか。 

○委員（鈴木田幸一君） 一つ、ちょっといい

ですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。私、ちょっと

気になっとっとですけれどもですね、今、オン

ブズパーソン制度、一応休止しとりますという

ことで、もうやめたがいいんじゃないかという

ことと、せっかくある組織じゃあるからこれを

活用したらいいっていう陳情が２通り上がって

おります。私たちは、それを今、検討しておる

わけなんですけれども、一つ質問ですが、この

オンブズパーソンというのをですね、全国日本

中いろんなまちがありますけれども、幾つほど

このパーソンていうのをつくっておられるかっ

ていうのをまず聞きたいと思います。 

 これはですね、後で質問しますけれども、こ

の第３回のですね、会議の報告の中で５番目の

中で、オンブズパーソンでなければ対応できな

いか、ほかの機関、各種相談窓口でも対応可能

ではないかということと、ちょっと併用します

ので、これも兼ねてですね、お聞きいたしたい

と思いますけど。はい。資料①のですね。

（｢さっき⑨で説明のあった」と呼ぶ者あり）

あったですばってんが、ほかにはあっとですか。

この今２つ。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） いわゆる一般的なオンブズパ
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ーソンという言葉は、皆さんお聞きになったこ

とがあられると思いますが、そういうものにつ

いては、行政に対してのチェック機関としてオ

ンブズパーソンという制度が、公的オンブズパ

ーソンがあったり、私――民間のほうでつくら

れているというのがございます。 

 ただ、今回対象としております、こと人権に

かかわるものについてということで、行政以外

のところまで及ぶものについては、おそらく、

こちらで調べた限りでは、この川西市、川崎市

の２件だろうと思っています。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） ということは、全国

で３カ所しかつくってないということを確認し

ていいんですかね。そういうことで。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。現時点で、今、調べて

把握してるのは、その３件ということでござい

ます。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。実は、この前

ですね、陳情書が上がってきたときですね、私

の発言でありましたけれども、まだこのオンブ

ズパーソンについては詳しく勉強していないか

らもう少し勉強させてほしいという発言でです

ね、その内容をですね、陳情の内容をですね、

何て言うかな、延期ちゅうかな（｢継続」と呼

ぶ者あり）継続のほうにしてもらったんですよ。 

 ところが、非常にこの進めるが団体のほうか

らですね、非常に批判を受けましてですね、そ

の批判の内容がですね、要するに、議員たるも

のが、予算の執行をするのに、内容も知らぬで

予算の執行をするのはおかしいんじゃないかと

いう非常に厳しい批判を受けましてですね、い

や、そこまで一般化してるものだろうかなとい

うことで、私の中で非常に葛藤があったんです

よ。ところが、今、聞きますと、やはり私の認

識が不足しておったていうのがですね、一般的

じゃなかろうかっちゅうふうに考えたというこ

とが、まず第１点ということでですね。第３回

目の、いわゆるパーソンのワーキングチームの

会議の中でのですね、資料①の２ページのです

ね、その５番目にありますですね、オンブズパ

ーソンでなかれぬば、対応できないのかってい

うそういったですね、発言もあっとるというこ

とがですね、非常に私、同調するものがありま

すので、このことについてはですね、やっぱし

もう少し十分に検討してですね、もしつくるな

らばというとも含めてですね、しっかり区分け、

仕分けして、市民の方が納得できるような、逆

に納得できるようなつくり方をしていただかな

ければ、なかなかオンブズパーソンのですね、

この何かな、また機能を発揮してもらいたいっ

ていう陳情に対する答えが出てこぬとじゃなか

ろうかっていうのも感じますので、一応その辺

のところをチェックしていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんでしょうか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。今、ワーキング

チームでね、精査をやってるっていうことだけ

ど、基本的には、進む方向性として、さっき２

つ、制度について専門家を交えて慎重に見直し、

検討するということと、それから、制度の成果

と課題を明らかにし、条例化も念頭に早期の再

開を目指すと。今の中で、何でこの２番目ばう

たう必要があるのかっていうふうに思うわけ。 

 実態としてね、これだけの問題にまで発展し
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たっていうことは、そもそもこのオンブズパー

ソン制度がね、制度化されて実態が動いてきた

中でね、どういう問題が起きて、このような事

態になってるかの検証を先にすべきじゃないの。

これだったら再開ありきじゃないね。再開時期

については、条例化も必要とか何とか、他市の

例を見てとか、そういう問題じゃ僕はなかと思

うけど。それが一つ。 

 委員長、よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○委員（上村哲三君） それに対して、答えを

もう一ついただきたい。 

 それから、この外郭団体は八代地域人権教育

のための推進会議でしょう。その中の制度とし

てね、実態を、結局、人権問題が起きたときの

調査、それから、その解決までをね、図る組織

がこの中に必要なの。というのが疑問が一つあ

ります。だから、メンバー見てごらんよ。推進

本部もメンバー見れば、教育にかかわる人ばっ

かだろう。なぜそこの調停までやらなければな

らないの、そういう制度をつくらなければいけ

なかったのか。ね。 

 というのは、これができるならたい、この推

進本部の中にね、やっぱ人権擁護委員の長か何

かば、地域の代表、入れるべきよ。そうじゃな

い。だって、人権でしょう。人権はちゃんと国

の機関で委嘱された人がいるんでしょう。相当

な数。その人たちが一番、今、表立ってやって

きた。これは、人権教育のための推進会議でし

ょう。ね。実態を動くのは違うんじゃないの。

考え方として。そこに、なぜ実態解決までて、

司法権まで持つようなことばばい、ここに負わ

せる必要がどこにあるの。それは、そして、条

例化もされとらぬ。その人たちに、さっき法的

な範囲を超えないというような話もね、出とっ

たけど、実際に法っていうのはあるけど、動か

すのは人間じゃない。何かの役をもらえばね、

やはり人間は拡大解釈をして、間違ったことも

するとよ。だから、間違ったことをしてきたの

か、してなかったのかっていうのをね、先に検

証すべきじゃないの。そしたら、解決策は早く

出るんじゃないですか。な。 

 それは、もし、こういう言い方は悪いかもし

れない。加害者、被害者ちゅう立場があるなら

たい、加害者はね、自分たちのことを正当化し

たがる。な。そういうのが、もうそらそうだろ、

当然。役職の上でていうことで。だろうけど、

それは第三者的立場から見たら、全然違う面が

見えてくるんじゃないの。そんためのワーキン

グチームじゃない。ていうふうに僕は思うけど

ね。な。だから、中におる人たちがみんなでワ

ーキングチームやっても何もならぬていうこと

よ。だったら、このワーキングチームにも国か

ら委嘱を受けた人権擁護委員さんをね、何名か

入れるとか、そういう形でもしていくようなね。

推薦がでくっとでしょう、何人かはね。外部か

らていうこと、書いてあったばってん。 

 もうちょっとね、これやり方もちょっと考え

てみるべきじゃないかなと思うけどね。先にあ

りきか何かの判断をする前に、せっかくつくっ

た制度だから、さっき話があったけど、生かさ

ねばいけないという気持ちはあるかもしれない。

でも、議会も、申しわけなかばってん、はっき

りここまでのね、予算も何も審議しとらぬけん。

ただ人権のための人権政策費でしか出てこない

んだからね、当初予算には。もう中身まで、今

度は、推進会議の中の問題、それから、人権オ

ンブズパーソンに幾らていうのは、予算のあれ

も何も出てこぬとだから、実際。だから、その

ことを思えばね、何もかんもわからないうちに

ね、こういう制度ば決めて、予算を使ってとい

うようなことにしか、僕らには見えぬとたいな。

人権政策費は幾らっていうのは、年間当初予算

わかるよ。でも、そん中で、ほんなら、外郭団

体にどんだけの補助金が行って、どういう分野

に使われてるかも、そこまでは出てこないでし
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ょうが、あたたちも言わぬもんね、そこまでは、

当初予算のとき、委員会には。だから、そうい

うこともね、含めてね、僕は委員会が悪いとは

言えぬと思う。委員会も聞ける範囲が限られと

っけんな、当初予算。でも、そこんところは、

やっぱ丁寧にやっぱ説明すべきじゃなかろうか。

今もいろいろ言ったけどね、いろんな補助金を

出したり、委託料を払ったりしてるところのね、

出すのはいいって。予算、――当初予算ていう

のは性善説てこの間言ったけど、出すんだから、

問題は、その後はどうなってるかの検証はね、

ちゃんと出した課が把握していかなきゃ。その

ことが大事なことだと思うよ。だめだったらね、

やっぱ下がらぬばん。うん。過ちては改むるに

はばかることなかれじゃないけどね、やはり、

ああ、これはだめだと言ったら、何らかのやっ

ぱ、改正、改革、それから休止も含めてね、や

っぱやらなければ、今いろんなボランティア団

体の補助金とか何とかも相当な数カットをされ

てきてますよ、ここ数年、いろんな会議ん中で

ね。かわいそうにと思うようなこともあるんだ

けど、こういうところでね、やっぱり補助金が

ちょっとやっぱり人のためにならないように感

じるような補助金の出し方というのは、やっぱ、

こら、もうやっぱ、議会としても今後は考える

べきだというふうなことも思いますから。 

 だから、ワーキングチームのあり方、それか

ら、目標にもう最初からこういうのをうたって

ること、ここんところはね、もうちょっと見直

すべきじゃないかねっていうふうに思いますが、

いかがですか。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、坂口人権政策

課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。まず、ワーキングチー

ム会議のあり方といいますか、位置づけのとこ

ろで説明をしてみたいと思いますが、ワーキン

グチーム会議で決定する事項、決定した事項に

ついては、推進会議の中でのワーキングチーム

会議の上位組織であります幹事会のほうに、一

応どうだと諮る形になります。さらに、幹事会

のほうで、それじゃ、これは本部会議のほうに、

――推進会議の本部会議のほうに最終判断をし

てもらおうじゃないかというようなところで、

議案として出すことになります。その際に、再

開するかしないかというところも含めてですね、

ワーキングチーム会議で検討した結果が議論さ

れるということになります。 

 そしてですね、仮に何らかの案として出たも

のが、推進会議本部会議――いわゆる総会のほ

うで決定をするということになったときに、条

例化というような話になってきますと、それか

ら、予算を伴う事項ということになりますと、

それぞれ市、町のほうで最終的には判断をしな

ければならないということになりますので、市、

町の行政の中での方針決定とかがございまして、

それが議会のほうに最終的な予算とか、そうい

う条例とかの決定という判断をいただくという

ような手順を踏むことになるかと思います。 

 そこで、今回ですね、今のような手順を踏む

ということから、ワーキングチーム会議の中に

は、特別、人権擁護委員さんを入れてというよ

うなところまでは考えておりませんでした。学

識経験者、それから法律の専門家とか、そうい

うところで一応考えているところでございます。 

 ただですね、行政の中で、政策として方針を

決定したりとか、そういう場面でですね、人権

政策審議会というのを八代市のほうではつくっ

ております。その中には、そういう人権擁護委

員の方もメンバーとして入っとられますので、

その中でですね、人権擁護委員さんの意見とか

を聞くことができると、そういうふうに考えて

いるところでございます。 

○委員（上村哲三君） だから、さっき言った、
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――委員長よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） ワーキングチームと、

条例化を念頭に早期の再開を目指しますって、

これを入れたのはなぜって。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） これは、推進会議の総会の議

案として上げる前の段階でですね、幹事会、そ

れから、その前に事務局会というのがございま

すが、その下部の組織の中で、議案としてです

ね、どういう表現で提案するかという中で、こ

ういう言葉で落ち着いて提案をされたというこ

とになります。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今んとの確認ですが、

第１回目の中で、やっぱこういう方針がある程

度確認されて、それから２回、３回と、３回目

については、もうこのオンブズパーソンが本当

に必要なのか、ほかの機関、各種相談窓口でも

対応できるんじゃないかなという方向にも、今、

来てるということで理解してよろしいんでしょ

う。ありきじゃなくて。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。目指すところは早期再

開ということもあるんですが、議論の中ではで

すね、法的にどうなのかというのが一番指摘も

されていることです。そうなったときに、法律

上できないということであれば、そういうこと

になりますし、条例で制定すればできるのかと

いうところの検討もなされて、実際なされてお

りませんでしたので、今そのあたりを検討材料

としてですね、考えているというところでござ

います。 

○委員（橋本幸一君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 条例制定、――結局、

もう条例制定すれば可能っていうことはほかの

２市で見ればわかるわけですから、結局、今の

やり方の、結局ほか２市っていうのは、八代の

場合と全然そのやり方も、内容も、陣容も異な

るわけですから、だから、やっぱ別物って私は

もう、こら考えざるを得ないと。要綱で八代は

来とるわけだからですね。 

 その辺をやる場合、果たして条例までつくっ

てやるべきこのオンブズパーソンか、その辺か

ら来れば、結局もう先立つものは、まずは、原

点はこの行動計画の見直しということも、ある

程度そこは視野に入れていかぬと、ここは問題

解決でけぬと思うんですよ、最終的には。

（｢ちょっとよかですか」「ちょっと待って。

俺も全部まだもろとらぬとたい」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。さっきほら、現

実の検証という部分では、まだしとらぬとでし

ょう。実態、いろいろ、ほら、今、問題になっ

てきたことに対しては、まだ実態解明しとらぬ

とでしょう。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） 具体的なこの成果と課題を洗

い出すという作業の今、最中であるというふう

に御理解いただきたいと思います。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。わかりました。

ぜひ、その実態をね、明らかにしてください。
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じゃないと、僕らも動けない部分があるので、

委員会としてですね。よろしくお願いします。 

 それと、この設置要綱の中にね、法律の規定

に基づき置かれる機関において、ていうような

ことが書いてあっとたいな、要綱でな。どの法

律よ。要綱でしょう、これは。条例化もされと

らぬしな。どの法をもとにそぎゃんふうなこと

してっていうのがね、この比較表のな、２条の

２のところにな、資料⑨のね。 

 それと、ここのだけ何か都合よくね、第５条

でも、これ比較表の職務のところでたい、人権

侵害の救済に関すること、人権の擁護及び人権

侵害の防止に関すること、人権擁護のため必要

な制度の改善等の提言に関することとあるけど

ね、これどの法律をもとにね、この人たちは動

いてるの。ちょっとわかりにくい。要綱だろう、

これは。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。御指摘のとおり、非常

に誤解を招く表現になっています。というのは、

設置要綱というふうにありますので、いわゆる、

我々が耳にする設置要綱というのは、行政の法

体系の中での設置要綱という言葉で感じてしま

うんですが、八代地域人権教育のための推進会

議のこの設置要綱というのはですね、あくまで

も、八代市、氷川町等で構成する行政以外の外

部の団体が要綱という名前でつくった組織とい

うことでありますので、いわゆる、その法体系

の外にあるということでございます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） だったら、法体系の外

にある部分でね、いかにもそれが法に守られた

ね、職務であるというような使われ方をしてき

た実態があるて私は今、判断をしとっとばって

ん、それはおかしな話よね、実際。 

 そんなら、どんな各種団体、要綱を詰めれば

ね、拡大解釈した行動が、その職務をもらった

人たちは、誰でもができてしまうというような

ことになってしまうよ。これは、野放していう

状態よ。何の法のバックもなしにね、それを自

由にやっていって、問題が起きても、俺たちは

法に守られとると。なら、その団体の責任にな

るからっていうぐらいのこつしか、ここじゃな

いじゃないね。な。それがばってん、行政が言

ったもんになっとるちゅうことは、行政長の責

任になってしまうわけでしょう。だったら、も

うちょっとやっぱりしっかりしたことをやらな

ければというふうに思うけど、どうですか。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） 市議会における一般質問の中

で、議員さんから指摘されたことがその点だろ

うというふうに理解をしております。その結果、

一旦、立ちどまりということで休止になった上

で、本当にどうなのかというところを今検討を

始めているというところです。（委員上村哲三

君「質問は以上です。あと、意見ありますか

ら」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに質問ありませ

んか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今、これから何回か、

ワーキングチームを回を重ねてですね、今の発

言って私は間違いじゃないと思うですたいね。

やっぱ、委員の皆さんも、やっぱりちゃんとし

た常識ある人たちと思いますから、やっぱり、

本当にやっぱり、この人権っていうのがオンブ

ズパーソンを必要としてるのかって、その辺も

含めてですね、結論を出して私はいただきたい

なっていう。くれぐれも議会としても、私、皆
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さん全部と思うんですよ。その辺も、今のお気

持ちをうかがわせていただきたいと思います。

できれば、部長、お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、池田市民協働

部長。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい。いろい

ろと御意見をいただいております。見直しに当

たってですね、先ほどお話もございましたよう

に、この推進会議の一つの下部組織っていいま

すか、ワーキングチームの中でいろんなその議

論を深めながらですね、課題を整理しながら、

よりよい制度になるような形でということで議

論を進められてるかと思いますけども、いろん

な議論を進める中で、そういった課題等も整理

をして、これからですね、検討していければと

いうふうに思っております。また、よろしくお

願いしたいと思います。お世話になります。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。坂口人権政策

課長はいかがですか。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。早期再開ということに

ついては、現在、検討する課題が、きょう御指

摘していただいたことも含めて、非常に多岐に

わたってくるだろうというふうに思っておりま

す。これまで３回開いてまいりましたが、それ

で十分な結論が出てきつつあるかと言うと、ま

だほとんど結論に至るようなところまで来てお

りません。今後ですね、いただいた御意見等も

参考にしながら、いろいろなそのほか行政から

の、市長等にも報告をして御意見とかいただき

ますので、そういうのをこのワーキングチーム

会議の中にですね、反映させながら、意見を交

換してよりよい案などが推進会議のほうに提案

できればなというふうに思っているところでご

ざいます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。今、この委員

会の中でそれぞれ委員さんの中から本当に貴重

な意見をいただいたところであります。 

 そういう中にありまして、やはり議員に対し

ての説明ちゅうのが、今まで、これが初めてな

んですね、この問題に対して。それぞれこの総

務委員会の委員の皆さん方も初めてこういう詳

しい説明を聞いた中での委員会でありました。

こういうことを踏まえてですね、やはり他市の

この条件も鑑みてみますと、やはり八代の場合

のオンブズパーソン制度については、全く違っ

たその状況になっておりました。また、議会に

も報告なかった状況がありましたので、そうい

うのを踏まえてですね、今後このワーキングチ

ーム会議がきょうの意見をいただいたその中身

を含めて、このいろんな状況を踏まえてやって

いただきたいというふうに委員長からもお願い

しておきます。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとよかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、鈴

木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。この前の委員

会でですね、いわゆる、議員が詳しくなかった、

今、初めて詳しく聞いております。まだ勉強不

足と思っておりますけれども、そのときの意見

の中で、先ほど言いましたけれども、議員たる

もの、しっかり内容もわからずに市の税金を使

わせておる、おかしいって、議員が勉強不足だ

っていうことで非常に批判を受けました。 

 ていうことも踏まえてですね、実は、ことし

のですね、平成２５年の１０月１日から１０月

の９日までの決算審査特別委員会の中でですね、

委員の方から、このですね、やっぱし人権問題

に対する予算についてはですね、十分に検討し

て次年度の予算にもですね、しっかり反映でき

るようにちゅう意見があったことをですね、申

し添えておきます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかに意見は。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 
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○委員（中山諭扶哉君） 済みません。最後で

す。今、この制度がですね、休止しとる状況で、

前回話したときに、まだ相談中案件があるって

いうことだったですけど、例えば、今さっきの

人権擁護委員のほうやですね、人権擁護委員の

ほうやその関連するところにですね、委託って

いいますか、紹介とか、そういうことはされた

んでしょうかね。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、坂口人権政策

課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） ことしの３月３１日までの間

に、継続中、相談中でありました案件について

は、オンブズパーソン調査相談専門員のほうか

ら相談されてきた方に、制度が休止になるので、

その次はこういう相談窓口に行ってもらえると、

話はしてありますからというような紹介をして

あります。ただ、その紹介をされた方がですね、

そこに相談に行かれるか、行かれないかは、そ

の方次第っていうことですので、そこまでちょ

っと把握はしておりません。 

 それから、申し立て案件として取り上げた案

件が４件ございまして、１件は解決をしたとい

うことで、その後どうなっていっているのかと

いうアフターフォローは必要かもしれませんが、

それについては、今んところ何ら問題ていうの

は聞いておりません。 

 あと３件残された申し立て案件がありますが、

それについても、具体的な対応については、行

政の人権政策課であるとか、教育委員会である

とか、そういうところに調査相談専門員のほう

から、後は解決に向けて努力してくれというよ

うな引き継ぎは口頭でなされているというとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。引き継ぎされ

てるということで、ちょっと安心した次第でご

ざいます。ありがとうございました。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかに意見は

ありませんか。 

 上村委員、意見はありませんか。 

○委員（上村哲三君） いいです。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、な

いようでございます。 

 以上で八代地域人権オンブズパーソン制度見

直しのためのワーキングチーム会議の開催状況

についてを終了いたします。 

 小会いたします。 

（午後２時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２９分 本会） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査（所得税

等の源泉徴収漏れについて） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 次に、所得税等の源泉徴収漏れについて、執

行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまして、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 本日、各新聞で報道がございました所得税等

の源泉徴収漏れについて、中人事課長が報告い

たしますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○人事課長（中 勇二君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中人事課長。 

○人事課長（中 勇二君） はい。人事課の中

でございます。所得税等の源泉徴収漏れについ

て御説明をさせていただきます。よろしくお願

いします。お手元の資料に沿って説明をしてい

きたいと思います。 

 まず、１、概要ですけども、本年の８月１１
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日でございましたけども、八代税務署から個人

事業主への報酬料金等の支払いに係る所得税の

源泉徴収について自己点検を行うよう行政指導

がございました。そこに①から③まで３項目を

ですね、示してございまして、まず１点目が、

測量士・建築士・土地家屋調査士等所得税法第

２０４条第１項第２号の報酬料金に係る所得税

及び復興特別所得税の源泉徴収、２つ目に、そ

れ以外の報酬料金等に係る復興特別所得税の源

泉徴収、それから３つ目に、交通用具――これ

は通勤に車を使う者ですけれども、に係る通勤

手当の非課税限度額を超える部分の源泉徴収、

３点でございました。 

 この復興特別所得税といいますのは、平成２

５年１月１日に施行されました税でございまし

て、通常の率に０.２１％、非常に低うござい

ますけれども、これを全て上乗せして取るとい

うことになっております。 

 その調査を行いました結果、徴収していなか

ったことが判明したものでございます。 

 ２番、調査対象期間ですけども、これは平成

２２年１月１日から平成２６年８月３１日まで

の支払い分について調べております。②番の復

興特別所得税につきましては平成２５年１月１

日以降となります。 

 ３、調査結果でございますが、①番の報酬料

金等につきましては、源泉徴収漏れが４９３万

３３１３円、これは１１人の方、３２件でござ

います。②番の復興特別所得税につきましては、

２６９円、４人の方、５件でございました。③

番については該当はございません。 

 ４、主な原因ですけども、この個人事業主の

方の場合、市に源泉徴収義務がございます。法

人の場合は徴収義務はございません。そのとこ

ろで、支払い先を事業主が使用される屋号です

ね、例えば、○○設計士事務所とか、○○法律

事務所というのを法人と誤認をいたして、徴収

を行っていなかったというのが主なものでござ

います。 

 ５、対応状況でございますけども、この徴収

漏れとなっていた源泉所得税等につきましては、

個人事業主の方に謝罪、それから、経緯の説明

を行いまして、これまでに全て返納をしていた

だいております。現在、最後に入った分を税務

署へ納付の手続中ということでございます。 

 また、試算では、不納付加算税、それから延

滞税というものが３９万円程度発生する見込み

となっております。これにつきましては、源泉

徴収義務者でございます市のほうで負担する必

要があります。税務署からの通知をもって税額

が確定するということになります。 

 ６番の再発防止策ですけども、そちらのほう

に３点上げてございます。まずは、支払い担当

課における事務処理に誤りのないよう、源泉徴

収制度について全庁内に通知し、再度周知徹底

を図るとともに、説明会、研修会等を継続的に

開催しまして、職員に注意喚起を行います。２

つ目は、会計審査方法を検討し、チェック体制

を強化したいと考えております。３つ目ですが、

税務署への納付時における再確認、これを徹底

したいと考えております。 

 今回の源泉徴収漏れにつきましての報告につ

きまして、以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。これより質問

を受けます。本件について、何か質疑、御意見

等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） じゃ、ないようです。 

 以上で所得税等の源泉徴収漏れについてを終

了いたします。 

 ほかに、当委員会の所管事務調査について何

かございませんか。 

 部長、もうこれはもう終了いたします。 

○総務部長（木本博明君） はい。ありがとう

ございました。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 
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○委員長（福嶋安徳君） ほかにないようでし

たら。 

○委員（上村哲三君） 委員長、はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。総務委員会の所

管の部分でですね、予算にかかわることで、管

内調査が今年度行っていませんので、ぜひ委員

長、副委員長と相談されてですね、また委員さ

んの意見も聞かれて、管内調査すべき点があろ

うかと思いますので、年度内はまだあと４カ月

半ばっかありますのでですね、その間に時間を

つくっていただいて、やはり調査事項として進

めていただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。その件につき

ましてはですね、この委員会が終了次第、皆さ

んに相談しようと思っておりましたので、まず

はこの委員会を閉じさせていただきます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で本日の委員会

の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって、総務委員会を散会いたします。 

（午後２時３６分 閉会） 
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